
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」への対応関係について

原則１．

【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】

金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。

当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。

私たちtsumiki 証券 は、お客さまに安心してつみたてを行っていただくために「フィデューシャリー・デューティー宣言」を定めて公表しております。

●当社のフィデューシャリー・デューティー宣言の基本方針

1. 「こつこつ・ゆっくり・自分のペース」で投資信託を長期でつみたてていただくサービスを提供します

2．お客さまが安心してつみたてていただける商品を選びます

3．お客さまに資産づくりを身近に感じていただくことにこだわります

4．お客さまとの対話を大切にします

5．お客さまに最もよいサービスを提供できる体制にこだわります

詳しくは

お客さまに安心してつみたてを行っていただくために｜tsumiki証券

原則２．

【顧客の最善の利益の追求】

金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。

金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

tsumiki証券は、お客さまに最もよいサービスを提供できる体制を構築いたします。

高度の専門性と職業倫理保持/コンプライアンス意識/識見の向上のため継続的に、外部研修への参加および社内の教育研修を行います。

詳しくは

勧誘方針

原則３．

【利益相反の適切な管理】

金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に

管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

tsumiki証券は金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引 

を特定および類型化し、お客さまの利益が対象取引によっ て不当に害されることのないように対象取引を管理しています。

詳しくは

利益相反管理方針

原則４．

【手数料等の明確化】

金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め

顧客が理解できるよう情報提供すべきである。

tsumiki証券は販売手数料および口座管理料はいただいておりませんが、移管手数料、個人情報開示請求費用をいただいております。

詳しくは

投資信託のリスク・手数料等について

https://www.tsumiki-sec.com/company/anshin/
https://www.tsumiki-sec.com/pdf/omamori/kanyu.pdf
https://www.tsumiki-sec.com/pdf/omamori/riekisouhan.pdf
https://www.tsumiki-sec.com/risk/


原則５．

【重要な情報の分かりやすい提供】

金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則４に示された事項のほか金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な

情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

tsumiki証券はホームページ全体を通し、 むずかしい金融関連の専門用語や仕組みを、できるだけ易しく分かりやすい表現に努めています。

また「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」を3か月ごとに公表し、重要な情報を開示いたします。

詳しくは

商品ラインナップ｜tsumiki証券

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

原則６．

【顧客にふさわしいサービスの提供】

金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を

行うべきである。

tsumiki証券は投資初心者のお客さまも、安心してつみたてていただけるようプロダクトガバナンスに基づき、複雑な商品やリスクの高い商品以外から

長期でつみたてていただく厳選した7つに絞り込んでいます。

詳しくは

tsumikiのサービス｜tsumiki証券

そのすべての商品に対し外部格付機関による年2回の定量調査と年1回の定性調査を行い、商品の入替/継続を判断しております。

また、お客さまとのリアルなタッチポイントとして マルイ店舗のエポスカウンターに当社の金融商品仲介業者であるエポスカードの登録外務員を配置し

お客さまのご質問やご相談に対応しています。

詳しくは「お店で相談」

お困りの時は｜tsumiki証券

原則７．

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価

体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

tsumiki証券は、お客さまの取引状況に応じた報酬・業務評価体系は採用しておりません。

また原則2および3の実施の他に、お客さまからいただくご意見・ご要望を役職員に共有しサービス改善を行っています。

詳しくは

倫理コード

以上

https://www.tsumiki-sec.com/product/
https://www.tsumiki-sec.com/company/anshin/pdf/kpi.pdf
https://www.tsumiki-sec.com/service/
https://www.tsumiki-sec.com/guide/
https://www.tsumiki-sec.com/pdf/omamori/rinricode.pdf

